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義援金配分割合決定委員会における第 1次配分について（通知） 
 平成２３年４月８日に、中央レベルの義援金配分割合決定委員会が開催され、都道府県に

対する第 1次の配分割合が決定されました。 
 配分基準につきましては、別紙のとおり①人的被害②住家被害③原子力事故関係の３項目

に分けて、一人あるいは一戸あたりの金額が具体的に示されております。 
 したがいまして、今回の配分基準につきましては、県の配分委員会における判断の余地は

ないことから、改めて県の配分委員会は開催せずに、本文書をもって各委員に報告させてい

ただき、その後は国の指示等に基づき配分事務を進めさせていただきたいと存じますので、

ご了解願います。 
 なお、当該配分に基づく義援金の受入状況や配分実績等につきましては、機会を捉えてご

報告させていただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（担当 社会福祉課 田沼 電話０２４－５２１－７３２２） 


















